
製造所・一般取扱所の定期点検における
労働安全衛生法に基づく安全弁に係る

検査の活用について

資料１



定期検査に関するこれまでの取組みについて

○ 消防法第１４条の３の２に基づく製造所等の定期点検に関して
は、平成３年５月２９日付け消防危第48号「製造所等の定期点検に
関する指導指針の整備について」（以下、「48号通知」という。）に
おいて、具体的な製造所等の定期点検方法等を示している。

○ 技術の進展等に併せ随時見直し、近年では、平成31年４月15日
付け消防危第73号「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備に
ついて」の一部改正及び点検実施上の留意事項について」において、
・配管の保温材に係る点検項目の追加
・点検実施上の留意事項について、個別の設備構成や自主的な点検
項目等に応じ、内容を一部変更したものを用いることも可能であ
ること。（あらかじめ管轄の消防本部と十分協議しておくこと）
・48号通知の点検方法を補足し、効果的な点検・維持管理に資す
るため、腐食・疲労等劣化による事故の多い配管及び塔槽類につ
いて、目視を行う際にポイントとなる確認事項、モニタリング技
術・診断技術に関する適用可能な新技術の例を示したこと
等の対応を行ってきた。
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○ 今後も、社会情勢の変化に応じた、危険物施設の事故や点検・維持管理に関する実態
を踏まえ、危険物施設における事故の発生防止や被害軽減を推進するための方策を引き
続き推進していく必要がある。

➣ 他法令に基づき実施している検査を活用することも、今後のスマート保安の進展に重
要であり、その一環として、製造所・一般取扱所における、定期点検時の安全弁にかか
る労働安全衛生法に基づく検査の活用の事例を示すもの。

「製造所等の定期点検に関する
指導指針の整備について」（平
成３年５月29日付け消防危第
48号）による点検表の例



各機器の安全弁は配管/機器破損を防止する事を目的とした安全弁である

① ②

プラント
(該当法規：消防法/高圧ガス)

大気

設備名 ① ホットオイル加熱炉 ② 膨張ドラム

設備概要
プラント内 蒸留塔の加熱源に使用する

ホットオイルの昇温に使用する設備
温度変化により膨張・収縮する

循環ホットオイルの圧力変動を吸収する設備

安全弁の
役割

循環ホットオイルの膨張による
配管の破損防止

循環ホットオイルの膨張による
機器の破損防止

該当法規 消防法/ボイラー 消防法/一圧

◆ 役割の一例

循環ホットオイル
：危険物第4類 第3石油類

安全弁 安全弁

製造所・一般取扱所における安全弁の役割について

3



➣ 現状、毎年安全弁の点検が必要となるため2年連続運転をする事ができない
※48号通知により、消防法及び高圧ガス保安法が適用される安全弁については、作動確認の時

期を高圧ガス保安法に基づく保安検査における作動検査の時期に準ずるものとし、当該作動検
査を行った場合は作動確認を行ったものとすることは可能。

○ 消防法では設備停止が必要となる、安全弁動作確認が毎年義務付けられている事か
ら、これら安全弁については2年連続運転に対応する事ができない状況

消防法令労働安全衛生法令(ボイラー、一圧)

1回/年

未取得 取得済
周期認定

1回/年 1回/2年

両法規が
重なる安全弁

1回/年
短い周期に合わせる

現行法に基づく安全弁の点検周期
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製造所・一般取扱所における現状の安全弁の点検について ①



➣ 消防法令と労働安全衛生法令の安全弁の検査項目は、概ね同等である。
（労働安全衛生法令の安全弁の検査状況は次ページ参照）

安全弁 消防法令※1 労働安全衛生法令※2

検査項目
及び内容

1. 目視
・腐食、損傷の有無、
・固定状況の適否

(1) 安全弁等に固着、詰まり等
がないことを確認

2. 作動確認
・機能の適否

(2) 安全弁等の作動圧力が
適切に調整されていることを確認

※1 検査項目は消防危第48号 別記2 製造所・一般取扱所点検表参照
※2 検査項目はボイラー及び圧力容器安全規則 平成19年3月1日 第0331009号通達参照

製造所・一般取扱所における現状の安全弁の点検について ②

○ 消防法令と、労働安全衛生法令の安全弁に関する検査内容の比較
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３ 労働安全衛生法令の安全弁の検査を活用するメリット
○ 労働安全衛生法令基づく安全弁の検査

分解前検査・・・外部状況、内部状況の確認
（腐食、破損、亀裂、異物付着等）

性能検査・・・・・弁箱、バネ覆い、弁体、ガイドリング、弁棒、
バネ、バネ調整部、手動レバーの良否確認

作動検査・・・・・吹始圧力、吹止圧力、漏れテストの確認
○ 原則としてボイラー等を開放した状態（開放検査）で行うこととされているが、過去の検査成績が

優良なボイラー等については、検査を運転したままの状態での検査（運転時検査）又は開放しな
い状態での検査（停止時検査）で受検することが認められている。 ➣ 連続運転が可能となる。

製造所・一般取扱所における現状の安全弁の点検について ③

労働安全衛生法令の安全弁検査の状況
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１ 腐食、損傷の有無、固定状況の適否
○ (一社)日本ボイラ協会等※が検査を実施し、結果は
「安全弁検査成績書」で示される
※ (一社) 日本ボイラ協会、(公社) 日本ボイラ・クレーン協会、

(株)損保ジャパン
※ 認定通知書は、所轄労働基準監督署が発行

２ 機能の適否（１と同じ）
○ (一社)日本ボイラ協会等※が検査を実施し、結果は
「安全弁検査成績書」で示される
※ (一社) 日本ボイラ協会、(公社) 日本ボイラ・クレーン協会、

(株)損保ジャパン
※ 認定通知書は、所轄労働基準監督署が発行

「安全弁検査成績書」

実際の実地検査を、専門機関
で実施している



安全弁 高圧ガス保安法※1 安衛法※2

製造規格 JIS B8210

検査項目
及び内容

1. 目視検査
外観に腐食、損傷、変形及び
その他の異常のないことを確認

(1) 安全弁等に固着、詰まり等
がないことを確認

2. 作動検査
バネ式安全弁等を設置した状態
又は取り外した状態で、作動検
査用器具若しくは設備を用いた
作動検査を行う

(2) 安全弁等の作動圧力が
適切に調整されていることを確認

※1 検査項目は高圧ガス保安協会規格KHKS 0850-1,3 保安検査基準参照
※2 検査項目はボイラー及び圧力容器安全規則 平成19年3月1日 第0331009号通達参照

製造所・一般取扱所における現状の安全弁の点検について ④

【参考】高圧ガス保安法令と労働安全衛生法令の安全弁検査の比較（イメージ）

➣ 高圧ガス保安法令と労働安全衛生法令の安全弁の検査項目は、概ね同等である。

☞ 消防法令、高圧ガス保安法令と労働安全衛生法令の安全弁の検査項目は、概ね同等で
あることから、他法令に基づく、検査結果を活用することは可能であると判断できる
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製造所・一般取扱所における安全弁の点検の他法令の検査結果の活用（案）

消防法令、高圧ガス保安法令と労働安全衛生法令の安全弁の検査項目は、概ね同等
であることから、安全弁の定期点検について、労働安全衛生法令に基づく、検査結果を活用
することを可能とすることとする。
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○ 平成３年５月２９日付け消防危第48号「製造所等の定期点検に関する指導指針の整
備について」（以下、「48号通知」という。）を改正する。

注３ 消防法、高圧ガス保安法又は労働
安全衛生法が適用される安全弁に
ついては、作動確認の時期を高圧
ガス保安法又は労働安全衛生法に
基づく保安検査における作動検査
の時期に準ずるものとし、当該作動
検査を行った場合は作動確認を
行ったものとすること。

（現行） （案）

今後とも、定期点検時の検査手法については、スマート保安の検討を行う中で随時検討を行う。
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